


3 入札参加申請方法

⑴提出書類

①制限付き一般競争入札（事前審査型）参加申請書兼誓約書（様式第3号）

②登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（提出前3ヶ月以内に発行したものに限

る。写し可）

③印鑑証明書（提出前3ヶ月以内に発行したものに限る。写し可）

④国税及び地方税の滞納がない証明書（提出前3ヶ月以内に発行したものに限る。

写し可）※国税（その3の3又は3の2）県税（全種目証明事項で「滞納がないこ

と」の証明）市町村税（滞納のない証明書「完納証明」）

⑤入札保証金確認書（様式第４号）

⑥過去2年間の業務実績が分かる資料（※契約書の写し等）

⑦過去3年以上の舞台技術操作及び施設予約受付業務実績（その中に過去2年間に

市民会館等（公共施設）の舞台技術操作及び施設予約受付業務実績がある）の一

覧表（任意様式）

⑧従事する予定者の実務経験（舞台技術業務及び受付業務）3年以上の実績が分か

る資料（任意様式）

⑷その他

①　提出された書類の返却はしない。

②　提出された書類の受付期間後の差替え及び再提出は認めない。

③　提出期限までに提出書類を提出しない者及び入札参加資格がないと確認され

た者の入札への参加は認めない。

④　２の入札参加資格がないと認められる場合は、上記(1)の提出書類を受理しな

い場合がある。

⑶提出期限

公告日から令和8年3月2日（月）17時まで

※受付時間は9時～17時（12時～13時までの時間を除く。）

※土、日、祝日は除く。

※郵送の場合は、令和8年3月2日（月）必着

⑼ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

⑾
舞台技術操作及び施設予約受付業務業務実績が3年以上ある事業者であり、実務経験3年以上の「舞台技

術者」と「施設予約受付業務経験者」を配置できること。

⑵提出方法及び提出先(担当

課)

前項①から⑧の書類を以下まで持参又は郵送すること。

【提出先】

持参の場合：うるま市生涯学習文化振興センターゆらてく（1階）施設管理係

郵送の場合：〒904-2226　うるま市仲嶺187

うるま市生涯学習文化振興センターゆらてく　施設管理係

(封書表に「入札参加資格審査書類在中」と記載すること。）

⑽
沖縄県内に本店があり、過去2年間に市民会館等（公共施設）の舞台技術操作及び施設予約受付業務実

績があること。

⑺
経営状況が著しく不健全であると市長が認める者に該当しない者であること。（公告日の３か月前から

開札日までの間に不渡り等を生じていない者であること。)

⑻ 国税及び地方税を滞納していないこと。



4 入札参加資格の審査結果（事前審査型）について

5 質疑応答
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⑵入札参加資格不適格者に

対する説明

入札参加資格適否決定の通知で、不適格者と判断された者で不服がある者は、通

知が到達した日の翌日から起算して5日以内（土、日、祝日を除く。）に、市に対

して説明を求めることができる。

（1）説明の申立て

　説明を受ける場合は、説明要求書（様式第6号）を担当課に持参又は郵送により

提出を行う。

（2）回答方法

　市は説明要求書（様式第6号）を受理後、説明要求回答書（様式第7号）により

速やかに回答する。

⑷予定価格及び最低制限価

格

①予定価格・・・公表しない

②最低制限価格・・・設定しない

⑴
入札書は、持参により提出すること。電子メール、電報、郵送又はＦＡＸによる入札は認めない。また

入札は所定の様式（様式１）で行う。（市ホームページからダウンロードすること）

⑵
予定価格の範囲内での入札がない場合は再度の入札を行う。再度の入札回数は2回までとする。（入札

書を3枚以上用意すること。）

⑶

入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110

分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

⑶質疑の受付期間 公告日から令和8年2月20日（金）17時まで

⑷質疑に対する回答
令和8年2月27日（金）17時までに市ホームページに掲載し、入札日前日17時まで

掲載する。

⑴入札日時

令和8年3月12日（木）午後4時

※上記時刻までに入札会場に入室していない者は、入札に参加することができな

い。

⑵入札場所 うるま市生涯学習文化振興センターゆらてく　1階　研修室４

⑶入札説明会 実施しない　※本件仕様書及び本公告を確認してください。

⑴入札参加資格審査

入札参加資格の適否について、提出された書類等により審査し、その結果を制限

付き一般競争（事前審査型）参加資格結果通知書（様式第5号）にて通知する。

⑴質疑の方法
質疑がある場合には、質疑書（様式第1号）に質疑事項を記載し、電子メール又は

窓口に持参すること。

⑵質疑送付確認先
E-mail：kyo-yurateku@city.uruma.lg.jp

担当者：うるま市生涯学習文化振興センター施設管理係（知念・上運天）

入札について

入札方法
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⒁
提出することが求められる見積内訳書を提出しない者又は不備のある見積内訳書を提出した者がした入

札

⒂ 連合その他不正な行為があった入札

⒃ その他入札に関する条件に違反した入札

⑼ 入札書が、鉛筆等容易に消去が可能な筆記用具を用いて記載されている入札

⑽
1回目の入札で落札者が決定せず、引き続き2回目の入札を行う場合において、1回目（3回目の場合は1

回目及び2回目）の入札に不参加の者がした入札

⑾
代理人が入札に参加する場合において、入札書に代理人の氏名及び代理人の使用印鑑（委任状押印の印

鑑）が欠けている入札

⑿

入札書の表記金額以外の文字の訂正について、訂正する文字に二重線を引き、その上部に正しい文字を

記載し、その二重線の上に当該入札で有効となる訂正印（会社実印又は委任状押印の印鑑）が欠けてい

る入札

⒀ 電子メール、電報、郵送又はファクシミリによる入札

⑷ ２人以上の者から委任を受けた者がした入札

⑸ 入札書の表記金額を訂正した入札又は入札書の表記金額に￥マークの記載が欠けている入札

⑹ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札

⑺
入札保証金の納付を要する入札において入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供

しない者がした入札

⑻ 入札書の日付が欠けている又は入札書の日付が入札年月日と合わない入札

⑴ 予定価格の範囲内で、最低の金額をもって入札した者を落札者とする。

⑵ 落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上の場合は、くじにより落札者を決定する。

⑴ 入札に参加する資格のない者がした入札

⑵ 委任状を持参しない代理人がした入札

⑶ 同一人が同一事項についてした２通以上の入札

⑷
入札書には、入札者の住所、商号、氏名、入札金額を記入の上、必ず押印すること。なお、入札金額の

訂正は無効とする。

⑸
入札金額は、アラビア文字（0、1、2，3……）でペン又はボールペンで記入し、金額の頭には必ず

「￥」をつけ、消費税を含めない金額を記入すること。

⑹
入札に代理人が参加する場合は、入札前に委任状（様式２）を提出すること。委任状の無い代理人の入

札は認めない（退場）。

⑺ 開札は、入札後直ちに同じ場所で実施する。

⑻
内訳書は、入札前に提出すること。

※様式は、任意の様式とする。

落札者の決定（事前審査型）

入札の無効
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11 入札の辞退

12 その他

13 問い合わせ先（担当部署）

うるま市教育委員会社会教育部

生涯学習文化振興センター

施設管理係

担当者：知念・上運天

電話　：098-988-5508

FAX　：098-988-5504

E-mail：kyo-yurateku@city.uruma.lg.jp

（事前審査型）

　制限付き一般競争入札（事前審査型）参加申請書兼誓約書（様式第3号）を提出し、入札執行が完了するまで

は、いつでも入札を辞退することができる。

⑶
入札参加予定者が体調不良（発熱や悪寒等）の場合は、代理の者に交代して入札に臨むこと。（代理の

者が入札に参加する場合は、委任状の提出が必要となります。）

⑷ 電子契約：対象（ただし受注者が希望しない場合は紙契約書）

⑸ 入札の際に提出された書類は返却しない。

⑹

台風等自然災害又はＪアラートにより市役所が閉庁又は緊急対応が必要と判断された場合、入札は延期

又は取りやめることがある。その場合担当部署より速やかに延期又は取りやめの連絡を行い、延期する

場合の日時は追って連絡する。

⑴入札の辞退方法

①　入札執行前にあっては、入札辞退届（様式第2号）を担当部署へ持参又は郵送

して行う。

②　入札執行中にあっては、入札書投函前に入札辞退届（様式第2号）又は入札辞

退の旨が記載された入札書を、入札執行担当者に直接提出するものとする。

⑵入札辞退者の扱い
入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱い

を受けるものではない。

⑴
入札・開札・落札者の決定に関し、この公告に記載のないものについては、うるま市契約規則及びうる

ま市競争契約入札心得規程による。

⑵ 入札の参加者は、1事業者あたり1人とする。

⑴入札保証金

　入札金額の100分の5以上とする。ただし、うるま市契約規則第5条第2項の各号

のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除す

る。しかし免除された場合でも、落札者が正当な理由なく契約を締結しない場合

は、その落札は効力を失い、損害賠償金として契約予定金額（税抜）の100分の5

をうるま市に納付しなければならない。

⑵契約保証金

　契約金額の100分の10以上とする。ただし、うるま市契約規則第6条第2項の各

号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除す

る。

入札保証金及び契約保証金


